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令和８年度西之表市多世代交流施設基本設計業務委託に係る公募型プロポーザル審査実施要領 
 
１．選考方法 
　　選考は、西之表市多世代交流施設基本設計業務委託に係るプロポーザル審査委員会（以下、「審査委

員会」という。）において、１次審査で書類審査を実施する。その結果をもって２次審査のプレゼンテ

ーション審査を行い、合計得点の高い者から順に受託候補者及び次点候補者とする。 
 
２．審査内容 
（１）１次審査（15.5 点満点） 
　　審査は、審査委員会事務局（企画課）において、以下のとおり書類審査を行い、上位５者程度を選定

する。ただし、参加申込書の提出が５者を超えない場合は、すべてのものを２次審査の対象とする。 
　①業務実績（15.5 点満点）　[様式第３号]業務実績書 
　　（ア）評価方法：過去 10 年（平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日）以内に、国又は地方公共

団体の発注に限らず、不特定多数の者の利用に供する公共性を有する複合施設に係る新築の基

本設計又は実施設計業務の元請として履行した実績を１件とし、実績の規模に応じて下記の配

点を行う。なお、設計企業共同体（以下、「共同企業体」という。）の構成員としての実績は代表

構成員としての実績に限る。 

　　上記実績のうち、施設の用途が該当する場合は、下記の加点を行う。 

　　（イ）評価方法：過去 10 年（平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日）以内に、鹿児島県内の公

共施設に係る新築の基本設計又は実施設計業務の元請として履行した実績を１件とし、実績の

件数に応じて下記の配点を行う。なお、共同企業体の構成員又は協力事務所のいずれかの実績と

してもよい。 

（ウ）評価方法：公共図書館を含む複合施設の運営に係るコンサルティング業務または運営業務の実

績を有する担当者を配置することとし、実績の参考度に応じて下記の配点を行う。なお、共同企

業体の構成員又は協力事務所のいずれかが配置技術者に係る要件を満たしていればよいことと

する。 

 

 3,000 ㎡以上の設計実績 ３点

 500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の設計実績 ２点

 500 ㎡未満の設計実績 １点

 下記を含む、複合施設 ５点

 図書館・子育て支援施設 ２点

 実績数が５件以上 ３点

 実績数が３件以上５件未満 ２点

 実績数が１件以上３件未満 １点

 とても参考になる ３点

 参考になる ２点

 標準的である １点
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（エ）評価方法：ランドスケープに関する計画または設計業務の実績を有する担当者を配置できるこ

ととし、実績の参考度に応じて下記の配点を行う。なお、共同企業体の構成員又は協力事務所の

いずれかが配置技術者に係る要件を満たしていればよいこととする。 

 
（２）２次審査（105 満点） 
　　１次審査により選定された者による企画提案書に基づくプレゼンテーション審査を行い、２次審査

の合計点数の高い順から受託候補者及び次点候補者を選定する。 
 

①　対象　　：企画提案書に沿ったプレゼンテーション及び質疑応答 
　　②　評価方法：委員会において、各審査員がプレゼンテーションの各項目を審査評価し、その合計点

数を２次審査の得点とする。 
　　　　　　　　　２次審査における評価基準は、（別表）評価基準表のとおりとする。 
　　③　審査委員 

（３）プレゼンテーション審査 
　　①審査日　　８月上旬を予定　　※詳細は別途連絡します。 
　　②場所　　　西之表市役所 
　　③出席者　　１提案者５名以内（設計管理技術者、建築（総合）主任技術者、公共図書館を含む複合

施設の運営に係るコンサルティング業務または運営業務の実績を有する担当者の参加

は必須とする。） 
　　④実施時間　１提案 40 分以内（提案説明 20 分、質疑応答 20 分を予定） 
　　⑤提案内容　プレゼンテーションは、提出された企画提案書等に記載された提案内容の範囲で行う

こと。なお、追加資料の配付等は認めないが、模型等の持ち込みによるプレゼンテーシ

ョンは可能とする。 

　　⑥プレゼンテーションの順番 

　　　　プレゼンテーションの順番は、企画提案書を提出した順番とする。 

 とても参考になる ３点

 参考になる ２点

 標準的である １点

 職名等 備考

 1 第一工科大学工学部教授

 2 愛知大学非常勤講師（前愛知県田原市図書館長）

 3 副市長 審査委員長

 4 教育長

 5 社会教育課長

 6 学校教育課長

 7 建設課長

 8 財産監理課長

 9 福祉事務所長
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　　⑦評価基準表（別表のとおり） 

（４）見積価格点（40 点満点） 
　　①対象　　：業務見積書（任意様式） 
　　②評価方法：下記により計算し、価格点とする。 
　　　・下記の計算結果に応じた得点（小数点 3 位以下切り捨て）とする。 
　　　「価格点＝40 点×（最低見積価格※１/見積価格※2）」 

　　　　　※1　全提案者中、最も低い見積価格 
　　　　　※2　該当提案者の見積価格 
（５）その他 

　　・スクリーン・プロジェクターは市で準備するが、パソコンその他、必要な機器及びインターネット

通信環境は提案者が準備すること。 

　　・天候不良等による交通機関の遅延を事由とする場合を除き、遅刻又は欠席した場合は、本プロポー

ザルを辞退したものとみなす。 

 

３．受託候補者選定に関する特記事項 

　①最低基準点 

　・１次審査の最低基準点を（8 点）とし、最低基準点に満たない者は、2 次審査の対象とはならない。 

　・２次審査の合計点の満点（945 点）の６割程度（560 点）を最低基準点とし、最高得点者が最低基準

点に満たない場合は、受託候補者を選定しない。 

　②参加者が１者となった場合の取扱い 

　・参加者が１者となった場合でも、１次審査及び２次審査を実施するものとする。 

　③受託候補者及び次点候補者の決定 

・最終的に審査委員会の協議によって決定するものとする。 
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（別表）評価基準表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査 評価項目 評価基準 評価点（目安） 小項目（満点） 加重(係数) 大項目（満点）

3000㎡以上の設計実績 3
500㎡以上3000㎡未満の設計実績 2
500㎡未満の設計実績 1
複合施設 5
図書館・子育て 2
該当なし 0
実績数が５件以上 3
実績数が３件以上５件未満 2
実績数が１件以上３件未満 1
とても参考になる 3
参考になる 2
標準的である 1
とても参考になる 3
参考になる 2
標準的である 1

15.5

配置技術者に係る要件

(ウ） 公共図書館を含む複合施設の運営に係るコンサルティン
グ業務または運営業務の実績を有する担当者を配置できるこ
と。（共同企業体及び協力事務所とすることも可）

3 ×1.0 3.0

（エ） ランドスケープに関する計画または設計業務の実績を
有する担当者を配置できること。 3 ×0.5 1.5

3 ×1.0

11.05 ×1.0

3 ×1.0

審査項目

一
次
審
査

業
務
実
績

実績要件

（ア）過去10年以内に、国又は地方公共団体の発注に限ら
ず、不特定多数の者の利用に供する公共性を有する複合施設
に係る新築の基本設計又は実施設計業務の元請としての履行
実績を有しているか。

（イ）過去10年以内に、鹿児島県内の公共施設に係る新築の
基本設計又は実施設計業務の元請としての履行実績を有してい
るか。
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（別表）評価基準表 

審査 評価項目 評価基準 評価点（目安） 小項目（満点） 加重(係数) 大項目（満点）

特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1
特に優れている、非常に有効である 5
優れている、有効である 4
標準的である 3
やや評価が低い、あまり有効ではない 2
評価が低い、有効ではない 1

105

945 ①

 上限価格内で価格競争を前提とした提案となっているか 40 ×1.0 40

40 ②

985 ①+②

審査項目

提案評価点合計（審査員１名あたりの持点）

提案審査合計（審査員が9名の場合）

業務見積書
評価点＝40（満点）×（最低見積価格）／（提案者の見

積価格）

価格審査合計

総合評価点（審査員が9名の場合）

業務実施体制

 本業務を適切かつ確実に遂行するために必要な人員配置、
業務分担及び責任体制が明確であり、専門性を有する人材が
適切に配置された実効性の髙い体制となっているかを重視
し、人員配置の適切性、役割分担及び責任体制の明確性、技
術者の専門性及び経験、組織的な支援体制並びに連携体制の
観点から、具体性、実現性及び有効性のある提案となってい
るか。

5 ×2.0 10

5 ×2.0 10

特定テーマ⑥
（コスト縮減）建築物等の質を保ちつつ、建設費及
び維持管理費等を削減する具体的方策

 施設の機能性、快適性及び品質を確保した上で、建設コス
トの削減及び維持管理費を含めたライフサイクルコストの低
減が図られるよう、建設コストの縮減の具体性、維持管理コ
スト低減への配慮、ライフサイクルコストの最適化、品質・
性能とのバランス等の観点から、具体性、実現性及び有効性
のある提案となっているか。

5 ×3.0 15

5 ×3.0 15

特定テーマ④
（設備・外構）地域の自然が息づく環境づくり

 地域の気候風土や事前環境との調和を図りつつ、自然を生
かした快適な空間の創出、地域資源の活用、環境負荷軽減へ
の配慮及び地族可能性の確保等の観点から、具体性、実現性
及び有効性のある提案となっているか。

5 ×2.0 10

5 ×2.0 10

特定テーマ②
（配置・平面計画）様々な機能が連携し交流が生ま
れる空間づくり

 諸機能が相互に連携し、利用者同士の自然な交流が生まれ
る施設とするため、機能配置、動線計画、共用空間の在り
方、運営との連携等の観点から、具体性、実現性及び有効性
のある提案となっているか。

5 ×3.0 15

5 ×2.0 10

5 ×1.0 5

実施方針の内容
２.業務の進め方

 基本設計段階の業務プロセスとして、基本構想・基本計画
の内容の具体化に際し、実現性および有効性のある提案と
なっているか。

5 ×1.0 5

二
次
審
査

企
画
提
案
等
の
内
容

企
画
提
案

実施方針の内容
１.目的や課題の理解度

 「基本構想・基本計画」の内容を踏まえ、事業の目的や背
景、更には本市の地域特性を正確に把握し、独自の視点を織
り交ぜながら現+F25:F64状及び課題が具体的かつ適切に整理
されているか。

特定テーマ①
（施設コンセプト）市民に愛され、みんなの居場所
となる施設づくり

 市民に広く親しまれ、多様な世代にとって居心地の良い
「居場所」となる施設とするため、空間形成、利用のしやす
さ、日常的な利用を促す仕掛け、地域との関係性等の観点か
ら、具体性、実現性及び有効性のある提案となっているか。

特定テーマ③
（構造・防災）市民の安全・安心を守る空間づくり

 日常的に安全かつ安心して利用できる環境である施設であ
ることに加え、災害時等の非常時における安全性及び機能継
続性が確保された施設とするため、安全性に配慮した空間形
成及び動線計画、防災機能及び非常時対応、防犯対策及び維
持管理の観点から、具体性、実現性及び有効性のある提案と
なっているか。

特定テーマ⑤
（運営）地域の手で支える運営体制づくり

 地域住民、関係団体及び民間事業者等の多様な主体が主体
的に関与し、継続的かつ安定的な施設運営が可能な施設とす
るため、地域主体の参画の仕組み、運営体制の実現性及び継
続性、利用促進及び地域活性化への寄与並びに発展性の観点
から、具体性、実現性及び有効性のある提案となっている
か。

業務工程

 各業務段階の内容及び実現性の高い工程計画となっている
かを重視し、スケジュールの妥当性、工程の具体性及び明確
性、重要工程の把握、進捗管理及び遅延防止対策並びに柔軟
性・対応力の観点から、具体性、実現性及び有効性のある提
案となっているか。


